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福祉部・保健所。子育て支援部

平成 24年 3月 14日

児童福祉法及び障害者自立支援法の一部改正について

障害者施設課

障害福祉課

保健予防課

子 ども家庭支援課

1 経 緯

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を

見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整

備に関する法律が平成 22年 12月 10日 に公布 され、児童福祉法及び障害

者 自立支援法の一
部が改正 された。

2 改 正概要

(1)障 害児通所支援の一元化 (別紙参照)

障害者 自立支援法の規定による児童デイサー ビスと児童福祉法の規定

による知的障害児通園事業等に分かれている障害児の通所支援は、改正

児童福祉法により、同法の障害児通所支援 (児童発達支援)に
一

元化 さ

れる。

(2)児 童発達支援センターの設置

児童福祉法の知的障害児通園施設等は、改正法による児童発達支援セ

ンターに移行 し、障害児通所支援 (児童発達支援)、障害児の相談支援事

業、保育所等訪間支援事業 (※)を 実施する。

※保育所等訪間支援事業 ・・・保育所や幼稚園等の施設を訪問し、障害

児が集田生活に適応す るための専門的な

支援を行 うもの

(3)支 給決定手続きの変更 (別紙参照)

市町村は、障害児通所支援及び障害福祉サー ビスの支給の要否決定を

行 う場合、障害児の保護者や障害者に対 して、新たに区市町村が指定す

る相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案若 しくはサー ビス等

利用計画案又は省令で定める計画案 (障害児の保護者や障害者が作成す

るセルフケアプラン等)の 提出を求める。



3 施 行 日

平成 24年 4月 1日

なお、障害児支援利用計画案 とサー ビス等利用計画案 の提 出を求 める対象

については、平成 24年 度か ら段階的に拡大 し、平成 26年 度までに全ての

障害児又は障害者 を対象 とす る。

4 区 の対応

区は平成 24年 4月 以降、次のとおり対応する。

(1)障 害児通所支援の実施体制

子ども発達センター (ウェルピアかつしか内)を 児童発達支援センタ
ーヘ移行し、知的障害児通園事業と児童デイサービスを改正児童福祉法

による児童発達支援として実施する。

(2)相 談支援体制の整備

改正児童福祉法及び改正障害者自立支援法の規定による相談支援事業

者として自立生活支援センター (ウェルピアかつしか内)と 子ども総合
センター (子ども家庭支援課)を 指定し、自立生活支援センターでは障

害福祉サエビスと子ども発達センターの利用に関する相談支援業務を行    ,V
い、子ども総合センターでは、主に区内民間療育施設の通所に関する相

談支援業務を行う。



1 障 害児通所支援の一元化

≪障害者 自立支援法》 (区市町村)

児童デイサービス

≪児童福祉法≫ (東京都)

知的障害児通園施設

肢体不 自由児施設

重症心身障害児通所事業等

別紙

≪改正児童福祉法≫ (区市町村)

障害児通所支援

・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・保育所等訪問支援

・放課後等デイサービス

2 支 給決定手続きの変更

(1)改 正児童福祉法による通所支援の支給決定プロセス

(2)改 正障害者 自立支援法による障害福祉サービスの支給決定プロセス
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